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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　公安委員会告示� 所管課（室）名　

　・銃砲刀剣類所持等取締法第12条の３の規定に基づく医師の指定� 生活安全企画課

　・技能検定員審査及び教習指導員審査の実施� 運転免許管理課

長崎県公安委員会告示第33号

　銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号。以下「法」という。）第12条の３の規定に基づく医師の指定

を行ったので、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく医師の指定に関する規則（平成21年長崎県公安委員会規則第９

号）第２条の規定に基づき、次のとおり告示する。

　　令和７年10月21日

� 長崎県公安委員会委員長　長谷川　宏　

医師の氏名 勤務する病院等の名称 病院等の所在地 診断の対象者

大塚　俊弘 長崎県精神医療センター 大村市西部町1575番地２ 法第５条第１項第３号に規定する

政令で定める病気（銃砲刀剣類所

持等取締法施行令（昭和33年政令

第33号）第11条第３号に掲げる病

気を除く。）にかかっている者並

びに法第５条第１項第４号及び第

５号に掲げる者であるかどうかを

調査する必要があると認める者

山本　智一 同上 同上 同上

長崎県公安委員会告示第34号

　道路交通法（昭和35年法律第105号）第99条の２第４項第１号イ及び第99条の３第４項第１号イ並びに技能検

定員審査等に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）第１条及び第10条の規

定に基づき、技能検定員審査及び教習指導員審査を実施するので、規則第２条（規則第10条第２項において準用

する場合を含む。）の規定に基づき、次のように公示する。

　　令和７年10月21日

� 長崎県公安委員会委員長　長谷川　宏　

１　審査の種類

　⑴�　技能検定員審査（大型、中型、準中型、普通、大特、大自二、普自二、牽
けん

引、大型二種、中型二種及び普

通二種）

　⑵�　教習指導員審査（大型、中型、準中型、普通、大特、大自二、普自二、牽
けん

引、大型二種、中型二種及び普

通二種）

２　受審資格

　　　　目　　　　　次

　　　　公安委員会告示



令和７年10月21日　火曜日� 第11459号長 崎 県 公 報

─ 1356 ─

　⑴�　技能検定員審査（大型、中型、準中型、普通、大特、大自二、普自二及び牽
けん

引）及び教習指導員審査（大

型、中型、準中型、普通、大特、大自二、普自二及び牽
けん

引）は、当該審査に用いられる自動車を運転するこ

とができる運転免許（仮運転免許を除く。）を取得している者

　⑵�　技能検定員審査（大型二種）は、大型自動車第二種免許及び技能検定員資格者証（大型）を取得している

者

　⑶�　技能検定員審査（中型二種）は、大型自動車第二種免許又は中型自動車第二種免許を取得し、かつ、技能

検定員資格者証（中型）を取得している者

　⑷�　技能検定員審査（普通二種）は、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免

許を取得し、かつ、技能検定員資格者証（普通）を取得している者

　⑸�　教習指導員審査（大型二種）は、大型自動車第二種免許及び教習指導員資格者証（大型）を取得している

者

　⑹�　教習指導員審査（中型二種）は、大型自動車第二種免許又は中型自動車第二種免許を取得し、かつ、教習

指導員資格者証（中型）を取得している者

　⑺�　教習指導員審査（普通二種）は、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免

許を取得し、かつ、教習指導員資格者証（普通）を取得している者

３　審査の実施日時

　　令和７年11月25日（火）から同月28日（金）までの午前９時から午後５時まで

４　審査の実施場所

　　長崎県大村市古賀島町533番地５　長崎県警察本部交通部運転免許管理課運転免許試験場

５　審査の申請

　⑴　必要書類等

　　ア　審査申請書　１通

　　イ　審査の種類に応じ、次のものを提示すること。

　　　ア�　技能検定員審査（大型、中型、準中型、普通、大特、大自二、普自二及び牽
けん

引）及び教習指導員審査

（大型、中型、準中型、普通、大特、大自二、普自二及び牽
けん

引）を受けようとする者は、当該審査に用

いられる自動車を運転することができる運転免許（仮運転免許を除く。）に係る運転免許証又は免許情

報記録個人番号カード

　　　イ�　技能検定員審査（大型二種）を受けようとする者は、大型自動車第二種免許に係る運転免許証又は免

許情報記録個人番号カード及び技能検定員資格者証（大型）

　　　ウ�　技能検定員審査（中型二種）を受けようとする者は、大型自動車第二種免許又は中型自動車第二種免

許に係る運転免許証又は免許情報記録個人番号カード及び技能検定員資格者証（中型）

　　　エ�　技能検定員審査（普通二種）を受けようとする者は、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許

又は普通自動車第二種免許に係る運転免許証又は免許情報記録個人番号カード及び技能検定員資格者証

（普通）

　　　オ�　教習指導員審査（大型二種）を受けようとする者は、大型自動車第二種免許に係る運転免許証又は免

許情報記録個人番号カード及び教習指導員資格者証（大型）

　　　カ�　教習指導員審査（中型二種）を受けようとする者は、大型自動車第二種免許又は中型自動車第二種免

許に係る運転免許証又は免許情報記録個人番号カード及び教習指導員資格者証（中型）

　　　キ�　教習指導員審査（普通二種）を受けようとする者は、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許

又は普通自動車第二種免許に係る運転免許証又は免許情報記録個人番号カード及び教習指導員資格者証

（普通）

　　ウ�　規則第17条に規定する審査細目の一部免除の適用を受ける者については、当該適用を受けることを証す

る書面

　⑵　審査手数料

　　ア　技能検定員

　　　ア　大型免許・中型免許・準中型免許　　23,750円

　　　イ　普通免許　　　　　　　　　　　　　19,800円

　　　ウ　第二種免許　　　　　　　　　　　　22,200円

　　　エ　その他の免許　　　　　　　　　　　14,450円

　　イ　教習指導員
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　　　ア　大型免許・中型免許・準中型免許　　15,100円

　　　イ　普通免許　　　　　　　　　　　　　12,000円

　　　ウ　第二種免許　　　　　　　　　　　　12,850円

　　　エ　その他の免許　　　　　　　　　　　 9,950円

　　※　審査細目の一部を免除される場合は、上記額から一定の手数料を減額する。

　⑶　申請書類等の提出先

　　　長崎県警察本部交通部運転免許管理課運転免許試験場教習係

６　審査申請書の受理期間

　�　公示の日から令和７年11月７日（金）まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く午前９時から午後４時まで）と

する。

７　審査の細目

　　審査の細目は、別表のとおりとする。

８　問合せ先

　　連絡先　長崎県警察本部交通部運転免許管理課運転免許試験場教習係

　　郵便番号　856－0817

　　所在地　長崎県大村市古賀島町533番地５

　　電話番号　0957－53－2128

別表

区 分

種 類

免 

種
審　　　　査　　　　細　　　　目

技　能

検定員

第
　
一
　
種

１　技能検定に関する技能

　⑴　技能検定員として必要な自動車の運転技能

　⑵　自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

２　技能検定に関する知識

　⑴�　道路交通法第108条の28第４項に規定する教則（以下「教則」という。）の内容となっている事項

　⑵　自動車教習所に関する法令についての知識

　⑶　技能検定の実施に関する知識

　⑷　自動車の運転技能の評価方法に関する知識

第
　
二
　
種

１　技能検定に関する技能

　⑴　技能検定員として必要な自動車の運転技能

　⑵　自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

２　技能検定に関する知識

　⑴�　道路運送法（昭和26年法律第183号）第２条第３項に規定する旅客自動車運送事業（以下「旅客

自動車運送事業」という。）及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成13年法律第

57号）第２条第１項に規定する自動車運転代行業（以下「自動車運転代行業」という。）に関する

法令についての知識

　⑵　自動車の運転技能の評価方法に関する知識

教　習

指導員

第
　
一 

種

１　教習に関する技能

　⑴　教習指導員として必要な自動車の運転技能

　⑵　技能教習（自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。）に必要な教習の技能

　⑶　学科教習（自動車の運転に関する知識の教習をいう。）に必要な教習の技能

２　教習に関する知識

　⑴　教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

　⑵　自動車教習所に関する法令についての知識

　⑶　教習指導員として必要な教育についての知識

第 

二 

種

１　教習に関する技能

　⑴　教習指導員として必要な自動車の運転技能

　⑵　技能教習に必要な教習の技能

２　教習に関する知識

　　旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業に関する法令についての知識
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